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業務の適正を確保するための体制

当社グループは、持続的に成長し、長期的に企業価値を向上させ、社会やステークホルダー
の皆様から信頼され成長を期待される企業となるためには、コーポレート・ガバナンスが極め
て重要であることを認識しており、経営の透明性・健全性の確保、意思決定の迅速化、経営監
督機能の充実化、ステークホルダーとの適切な協働により、コーポレート・ガバナンスの充実
を図ってまいります。会社法および会社法施行規則に基づき、以下のように、業務の適正を確
保するための体制整備の基本方針を策定いたしております。

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその
職務を遂行するため、取締役会は当社グループの社員行動規範を制定する。また、社員行
動規範の徹底をはかるため、経営管理部門において当社グループのコンプライアンスへの
取組みを横断的に統括することとし、同部門を中心に教育等を継続的に実施する。
内部監査部門は、内部監査に関する規程に従い、当社グループのコンプライアンスの状
況を内部監査し、その結果を定期的に取締役会及び監査役会に報告する。なお、代表取締
役社長へは内部監査に関する規程に従い報告を実施する。
取締役及び使用人の法令違反ないし不正行為に関する情報提供を促進する手段として
は、ヘルプラインを利用する。
当社は、以下のように子会社の遵法体制その他業務の適正を確保するための体制の整備
に関する指導および支援を行う。
① 経営管理部門は、子会社の取締役及び使用人の全員に対し、コンプライアンス教育を実
施する。

② 当社が指名する役員又は使用人を子会社の取締役に選任させ、毎月実施する取締役会に
おいて業務の適正を確保するとともに、グループ戦略会議の場で当社グループ内の情報
交換及びコンプライアンスに関わる課題の対処を行う。

③ 内部監査部門は、子会社の業務状況を内部監査し、内部監査に関する規程に従い、当社
の代表取締役社長へ報告を行う。

④ 当社のヘルプラインの利用対象を子会社にまで拡大し、当社グループの内部通報に迅速
に対応する。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき全社的に統括す
る責任者を取締役の中から任命し、当社の株主総会、取締役会等の会議の議事録及び稟議
書等の決裁書類等の当社取締役の職務の執行に係る情報については、適用法令及び当社の
文書管理に関する規程に従い作成し、文書又は電子媒体に記録もしくは保存し、必要に応
じて閲覧に供せる管理体制とする。代表取締役社長は情報セキュリティ遵守事項に関する
ガイドライン、個人情報保護に関する基本方針、内部情報の管理に関する規程等を定め、

― 1 ―



その周知の徹底を行い、情報セキュリティ、秘密情報及び個人情報の適正な管理を行い、
また開示すべき情報については迅速に収集した上で法令等に従い適切な時期に開示する。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの損失に結びつく市場、信用、災害及び情報セキュリティに係るリスクそ
の他の社内外の様々なリスクに対処するため、リスクの収集、識別、分類、評価を行い、
また全社的対応をはかるため、当社グループのリスク管理に関する規程に従い、リスク管
理担当役員を任命し、リスクカテゴリーごとの責任部署を定め、当社グループ全体のリス
クを網羅的、総括的に管理する。当社グループを取り巻く様々なリスクの顕在化の未然防
止又は発生時の損失の最小化のために、リスク管理委員会を定期的に及び必要に応じ開催
し、リスクの把握及び適切な対策を講じる。リスク管理担当役員は、リスク対策等の状況
を検証し、その有効性や改善点等を代表取締役、取締役会及び監査役会に適時報告する。
内部監査部門は、責任部署ごとにリスク管理の状況を内部監査し、その結果を定期的に
取締役会及び監査役会に報告する。なお、代表取締役社長へは内部監査に関する規程に従
い報告する。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会を原則毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役及び執行役員の
業務執行状況の監督等を行う。また、取締役会において充実した議論と迅速な意思決定を
行えるよう、事前に最高審議機関としての経営会議、数値目標の管理と業務執行状況を監
視する事業執行会議を定期的に実施し、業務の効率性、適法性を確保する。
子会社は、経営上の重要事項について、当社との間で事前協議を行い、当社が指名する
役員又は使用人がそのメンバーである子会社の取締役会において決議する。また、当社グ
ループの経営方針を子会社の取締役に周知し浸透させると共に、連結ベースで策定した経
営計画をもとに経営目標を共有して子会社の経営指導をすることにより、効率性を確保す
る。

（５）子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社管理に関する規程を定め、子会社の経営内容を的確に把握するために、
定期的にグループ戦略会議を開催する。子会社は、経営管理部門の長に対し、月次報告、
四半期報告、年度決算報告その他重要事項について、定期的に又は適時に報告を実施す
る。

（６）監査役の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性並びに監査役によ
る当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くことを求めた場合
には、その補助する業務の内容を監査役と協議の上で、補助使用人を配置する。

② 当社は、補助使用人の独立性を確保するため、補助使用人の指揮命令権を監査役に帰属
させ、補助使用人の考課ならびに異動等に関する同意権を監査役に付与する。

③ 当社は、必要な知識・能力を備えた、専任又は兼任の補助使用人を適切な員数確保す
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る。また、兼任の補助使用人の監査役の補助業務への従事体制を確保する。
④ 当社は、補助使用人に必要な調査権限及び情報収集権限を付与する。

（７）監査役への報告に関する体制
① 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制
ａ．常勤監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会
のほか、経営会議、事業執行会議、グループ戦略会議に出席するとともに、主要な稟
議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人か
らその説明を求める。取締役又は使用人は、監査役の要請に応じて必要な説明及び情
報提供を行う。

ｂ．取締役は、以下の事項について、発見し次第、遅滞なく当社の監査役に対し報告す
る。
ア. 職務執行に関して法令・定款に違反する、またはそのおそれのある事項
イ. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ウ. 会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項
エ. 内部監査の実施状況、へルプラインによる通報状況及びその内容
ｃ．使用人は、前号ｂのアからウの事項について、発見し次第、遅滞なくヘルプラインを
利用し、当社の監査役に対し報告する。

② 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役
に報告をするための体制
子会社の取締役、監査役及び使用人等は、前項①に従い当社の監査役に対し報告を行
う。

（８）監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
当社グループは、内部通報をしたことを理由として通報者に対し不利益な取扱いを行う
ことを禁止し、その旨を内部通報に関する規程により明記するとともに、当社グループの
取締役及び使用人に周知徹底する。

（９）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行に関して費用の前払い等を請求したときは、当該請求
にかかる費用等が当該監査役の職務執行に明らかに必要ないと認められる場合を除き、そ
の費用を負担する。

（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は、代表取締役との間で意見交換会を適時開催する。また、内部監査部門に
特定事項の調査依頼を行う等業務執行部門と監査部門との連携を図るとともに、会計監査
人からは定期的に会計監査内容について説明を受け効率的な監査に向けた情報の交換を行
う。
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（11）財務報告の信頼性を確保するための体制
一般に公正妥当と認められる企業会計その他の法令を遵守し、経理規程をはじめとする
関連規程を整備して適正な会計処理を行う。
当社グループ内のすべての業務プロセスにおいてリスク管理を徹底するとともに、効率
的で透明性のある内部統制の体制を構築する。
財務報告に係る内部体制の整備・運用状況の評価を定期的に実施し、業務改善を行うこ
とにより、有効かつ適正な内部統制報告書を提出する。

（12）反社会的勢力を排除するための体制
当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力又は団体とは一切関係
を持たず、さらにこれらの勢力や団体からの要求を断固拒否し、これらと関わりのある企
業、団体、個人とはいかなる取引も行わない。
反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、警察、弁護士、警視庁管内特殊暴力防
止対策連合会等とも連携して対応する。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

（１）内部統制システム全般
当社グループでは、内部統制システムを整備・運用し、内部統制の目的を効果的に達成
するため、監査役および内部監査部門が各々監査計画に基づき業務執行が適正かつ効果的
に行なわれているかを監査しております。また、財務報告に係る内部統制については、会
計監査人との連携を図りながら内部監査部門が中心となり、整備状況および運用状況の有
効性評価を実施しております。

（２）コンプライアンス
当社グループは、取締役及び使用人が法令および定款を遵守し、健全な社会規範の下に
職務を遂行するため、「社員行動規範」を制定し、取締役及び使用人に周知しております。
また、経営管理部門を中心にコンプライアンス教育を実施するほか、コンプライアンスに
関するトピックスを社内ポータルサイトにおいて定期的に発信し、取締役及び使用人のコ
ンプライアンスへの意識向上に努めております。また、法令違反、不正行為に関する情報
提供を促進する手段として、ヘルプライン（内部通報制度）をグループに展開しておりま
す。

（３）リスク管理
当社グループは、「リスク管理規程」を制定し、当社グループを取り巻く様々なリスク
の顕在化の未然防止または発生時の損失の最小化のために、リスクの把握および適切な対
策を実施する機関としてリスク管理委員会を設け、定期的に活動しております。また、内
部監査部門においてリスク管理監査を実施し、当社グループにおけるリスク管理が効果的

― 4 ―



に運用されているかの監査を行なっております。監査結果につきましては、経営会議およ
び取締役会へ報告を行なっております。

（４）当社グループにおける業務の適正の確保
当社は、「完全子会社・関連会社管理規程」およびその他の規程に基づき、子会社の事
業運営に関する重要事項が当社に適切に報告され、所定の手続きに従い審議される体制を
維持しているほか、定期的にグループ戦略会議を開催し、グループ各社から業務執行状況
の報告を受けております。また、子会社に対して経営管理部門による指導および内部監査
部門による監査を実施し、当社グループにおける業務の適正の確保に努めております。

（５）監査役の監査が実効的に行われることの確保等
常勤監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画などに従い監査を実施するほか、
取締役会、経営会議、事業執行会議ならびにグループ戦略会議など重要な会議への出席を
通じて、内部統制の整備、運用状況の確認を行なっております。また、会計監査人、内部
監査部門および経営管理部門と必要に応じて情報交換を実施することで、当社グループの
内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行
なっております。

会社の支配に関する基本方針

特記すべき事項はありません。

― 5 ―



連 結 注 記 表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ６社
連結子会社の名称 キーウェアサービス株式会社

キーウェア西日本株式会社
キーウェア北海道株式会社
キーウェア九州株式会社
株式会社クレヴァシステムズ
株式会社オーガル

２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社の数 １社

持分法を適用した関連会社の名称 株式会社ＨＢＡ
（2）持分法を適用しない関連会社の数 １社

持分法を適用しない関連会社の名称 株式会社イーテア

持分法を適用しない理由
株式会社イーテアは、当期純利益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)
等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、
全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

３．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準および評価方法
① 有価証券の評価基準および評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの … 時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は総平均法により算定)

市場価格のない株式等 ………… 総平均法に基づく原価法
② 棚卸資産の評価基準および評価方法
商品および仕掛品 ……………… 個別法に基づく原価法

(収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

（2）重要な固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)ならびに2016年４
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月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
② 無形固定資産(リース資産を除く)
市場販売目的のソフトウェア
見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間(３年)に基づく均等配分額とを比較し、い
ずれか大きい額を償却する方法
自社利用のソフトウェア
利用可能期間(５年)に基づく定額法
上記以外の無形固定資産
定額法

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸
念債権および破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。
② 賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度におい
て負担すべき金額を計上しております。
③ 受注損失引当金

受注案件の損失に備えるため、当連結会計年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、
当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌連結会計年度以降に発生が
見込まれる損失額を計上しております。

（4）重要な収益及び費用の計上基準
顧客との契約については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該履

行義務を充足したものと判断し、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額
で収益を認識しております。
当社グループが行う事業(システム開発事業、ＳＩ事業、その他事業)には、顧客との契約

に基づき識別した履行義務として、受注制作のソフトウェア開発、サポートサービス等の役
務提供、コンピュータ機器等の販売などが含まれており、それぞれ下記の時点で履行義務を
充足したものと判断し、収益を認識しております。
なお、履行義務の対価につきましては、顧客との契約に基づき履行義務を完全に充足して

から１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
（受注制作のソフトウェア開発）
受注制作のソフトウェア開発は、主に請負契約による取引であります。
受注制作のソフトウェア開発は、顧客からの個々の要求に応じシステムの要件定義、設

計、開発および運用テスト等を実施するものであり、これにより生じた資産は開発が進む
につれて顧客に支配が移転しているものと考えられることから、一定の期間にわたり履行
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義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しておりま
す。
履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(イ

ンプット法)で算出しております。なお、進捗度を合理的に見積もることができないが、
当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれるものについては、
原価回収基準により収益を認識しております。また、契約における開始日から完全に履行
義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い案件については、完全に履行義務
を充足した時点で収益を認識しております。
（サポートサービス等の役務提供）

サポートサービス等の役務提供は、主に準委任契約、派遣契約、保守契約による取引で
あります。
サポートサービス等の役務提供は、顧客に対して役務を提供する都度その成果は顧客に

移転していると考えらえることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断
し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、顧客との契約等に基づくアウトプット法

で算出しております。なお、進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務
を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれるものについては、原価回収基準
により収益を認識しております。
（コンピュータ機器等の販売）

コンピュータ機器等の販売については、当該商品を顧客に引き渡し検収を得られた時点
で当該商品に対する支配が顧客に移転し履行義務が充足されていることから、当該時点で
収益を認識しております。
契約の中にソフトウェア開発・保守サービスなど複数の財又はサービスの提供が含まれて

おり、契約の対価を配分する必要がある場合には、各履行義務についての独立販売価格を見
積り、取引価格を配分しております。
代理人取引と判断される取引は、収益を純額(手数料相当額)で認識しております。

（5）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
① ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理を採用しております。
② 連結納税制度の適用
当社を連結親法人とする、連結納税制度を適用しております。
（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用について）
当社および連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ

移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第
８号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行に
あわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020
年３月31日)第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計
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基準適用指針第28号 2018年２月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及

び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度
を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年８月
12日)を適用する予定であります。
③ のれんの償却に関する事項
投資の実態に即し、20年間で均等償却しております。

会計方針等の変更に関する注記
１．会計方針の変更
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識
会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支
配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益
を認識することといたしました。
従来、受注制作のソフトウェアに係る収益については、進捗部分について成果の確実性が

認められるものは進行基準によっており、その他のものは完成基準によっておりましたが、
収益認識会計基準等の適用に伴い、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基
づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。なお、進捗度を合理的に
見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見
込まれるものについては、原価回収基準により収益を認識しております。また、契約におけ
る開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い案件につい
ては、収益認識会計基準等で認められる代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益
を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経

過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した
場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用
し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認
識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当連結会計年度の売上高および売上原価はともに1,951千円減少しており、営

業外収益は17,342千円増加しております。営業利益に与える影響はありませんが、経常利
益および税金等調整前当期純利益はそれぞれ17,342千円増加しております。また、利益剰
余金の期首残高は10,166千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動

資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度から「売掛金」および
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「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「その他」は、当連結会計年度か
ら「契約負債」および「その他」に含めて表示しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算

定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項お
よび「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年７月４日)第44-2項に定
める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわた
って適用することとしております。なお、連結計算書類に与える影響はありません。

２．表示方法の変更
（連結損益計算書）

前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「助成金収入」は、営
業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて
表示しております。
なお、当連結会計年度において「営業外収益」の「その他」に含めた「助成金収入」は、

28,511千円であります。
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会計上の見積りに関する注記
１．受注制作のソフトウェア開発のうち一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 2,369,635千円
（2）連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

受注制作のソフトウェア開発に係る収益のうち、当連結会計年度末までの進捗部分につい
て履行義務の充足が認められる契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当
該進捗度に基づき収益を認識しております。なお、進捗度につきましては、当該案件の見積
総原価に対する発生原価の割合(インプット法)により算出しております。
進捗度算出の前提となる原価総額の見積りについては、案件着手時に契約内容等に基づき

算定しておりますが、作業開始後も計画・原価総額の妥当性を適宜評価しているため、案件
着手後に顕在化した事象等により見積総原価の変更が生じる可能性があります。また、見積
総額に変動が生じた場合、収益認識の基礎となる進捗度算出に影響を及ぼす可能性があり、
翌連結会計年度の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性がありま
す。

２．受注損失引当金
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 93,601千円
（2）連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

受注案件の損失に備えるため、当連結会計年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当
該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌連結会計年度以降に発生が見込
まれる損失額を計上しております。
受注損失引当金の算定に当たっては、案件着手時に契約内容等に基づき当該案件の原価総

額の見積りを行い、原価総額が受注金額を上回ると予想される場合には受注損失引当金の計
上が必要と判断しております。また、当該案件の開発を進める中で仕様変更や予期せぬ事象
の発生などにより原価総額の見積りに変動が生じた場合、追加で引当が発生する可能性があ
り、翌連結会計年度の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があ
ります。
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連結貸借対照表に関する注記
１．記載金額は千円単位未満を切り捨てて表示しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 473,117千円
※ 有形固定資産の減価償却累計額は、減損損失累計額を含んでおります。

３．当社グループは、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行との間でコミッ
トメントライン契約および当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入金残
高は、次のとおりであります。なお、コミットメントライン契約には、財務制限条項が付さ
れております。

項目 極度額 借入金残高
コミットメントライン契約
および当座貸越契約 3,300,000千円 375,000千円

４．棚卸資産および受注損失引当金の表示
損失の発生が見込まれる受注契約に係る棚卸資産と受注損失引当金は、相殺せず両建てで

表示しております。
なお、当連結会計年度末において、損失の発生が見込まれる受注契約に係る棚卸資産はあ

りません。

５．持分法適用会社が保有する当社株式について、連結貸借対照表上、当社の持分相当額を自己
株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額および株
式数は、166,684千円、287,388株であります。

連結損益計算書に関する注記
記載金額は千円単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．記載金額は千円単位未満を切り捨てて表示しております。

２．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
当連結会計年度
期首株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株) 摘要

発行済株式

普通株式 9,110,000 ─ ─ 9,110,000

合計 9,110,000 ─ ─ 9,110,000

自己株式

普通株式 2,280,031 30 1,200,000 1,080,061

合計 2,280,031 30 1,200,000 1,080,061
（注）自己株式の減少は、兼松エレクトロニクス株式会社およびキヤノンマーケティングジャパン株式会社を処分先とする第三者割

当による自己株式の処分によるものであります。

３．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の
総額

1株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2021年５月13日
取 締 役 会 普通株式 85,408千円 12円00銭 2021年３月31日 2021年６月９日

（注）配当金の総額には、持分法適用会社が保有する自己株式(当社株式の持分相当分)に係る配当金3,448千円が含まれております。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末日以
降となるもの
決議 株式の

種類
配当の
原資 配当金の総額 １株当たり

配当額 基準日 効力発生日

2022年５月13日
取 締 役 会

普通
株式

利益
剰余金 99,807千円 12円00銭 2022年３月31日 2022年６月９日

（注）配当金の総額には、持分法適用会社が保有する自己株式(当社株式の持分相当分)に係る配当金3,448千円が含まれております。
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達について
は銀行借入による方針であります。デリバティブは、金利変動リスクを回避するために利用
し、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されており

ます。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引企業の株式であり、市場リスクに晒され

ております。
営業債務である買掛金は、全て１年以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。借入金は変動金利であり、金利の変

動リスクに晒されております。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先等の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループは、営業債権について営業管理規程に従って、信用調査および与信管理に
より取引先の信用状況を定期的に把握し、また、同規程に従って、取引先ごとに期日およ
び残高を管理するとともに債権の回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(金利や為替等の変動リスク)の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財政状態を把握し、ま
た、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

当社グループは、各部署からの情報に基づき経営管理部が適時に資金繰計画を作成・更
新し、流動性リスクを管理するとともに、経営会議において報告をしております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次

のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表に含めておりません。((注)２を
ご参照下さい。)
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（単位：千円）
項目 連結貸借対照表

計上額 時価 差額

投資有価証券 61,023 61,023 ―

（注）１．現金及び預金、電子記録債権、売掛金、買掛金、短期借入金は、短期間で決済され
るため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

２．市場価格のない株式等
（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 2,897,302
投資事業有限責任組合への出資 86,885
これらについては投資有価証券には含めておりません。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定

した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用い

て算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。

時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産
（単位：千円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 61,023 ― ― 61,023

（注）時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されている

ため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
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収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

報告セグメント
合計

システム開発事業 ＳＩ事業 その他事業
一定の期間にわたり移転さ
れる財又はサービス 11,748,739 4,295,364 1,675,424 17,719,528
一時点で移転される財又は
サービス 133,635 390,787 183,625 708,049

顧客との契約から生じる収益 11,882,374 4,686,152 1,859,050 18,427,578

その他の利益 ─ ─ ─ ─

外部顧客への売上高 11,882,374 4,686,152 1,859,050 18,427,578

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 ３．会計

方針に関する事項 (4) 重要な収益および費用の計上基準」に同一の内容を記載しているた
め、注記を省略しております。

３．当連結会計年度および翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産および契約負債の残高等

（単位：千円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 4,195,376

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 3,397,930

契約資産（期首残高） 1,607,024

契約資産（期末残高） 2,486,732

契約負債（期首残高） 43,471

契約負債（期末残高） 49,565
契約資産は、主に顧客との契約について期末日時点で完了しているが未請求の作業に係

る対価の当社グループの権利に関するものであります。契約負債は、当該契約の履行義務
を充足していないが、当該履行義務を充足した際の対価について顧客との契約に基づきそ
の一部を顧客から受領した前受金に関するものであります。
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なお、当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれ
ていた額は36,273千円であります。
また、過去の期間に充足(または部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認

識した収益の額は28,714千円であります。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、次のとお

りであります。なお、顧客との契約から受け取る対価に、取引価格に含まれていない重要
な変動対価の額等はありません。

（単位：千円）

当連結会計年度

１年以内 4,923,436

１年超 282,352

合計 5,205,788

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 928円41銭
１株当たり当期純利益 70円99銭

（注）株主資本において自己株式として計上されている持分法適用会社が保有する自己株式(当社株式の持分相当分)は、１株当たり
純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、また１株当たり当期純利益の算定上、期中平
均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株
式数は287,388株であり、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は287,388株でありま
す。

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

その他の注記
該当事項はありません。
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個 別 注 記 表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準および評価方法
（1）有価証券の評価基準および評価方法
① 子会社株式および関連会社株式……総平均法に基づく原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの………時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は総平均法により算定)

市場価格のない株式等…………………総平均法に基づく原価法
（2）棚卸資産の評価基準および評価方法

商品および仕掛品……………………個別法に基づく原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産(リース資産を除く)

定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)ならびに2016年４
月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

（2）無形固定資産(リース資産を除く)
① 市場販売目的のソフトウェア
見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間(３年)に基づく均等配分額とを比較し、い
ずれか大きい額を償却する方法

② 自社利用のソフトウェア
利用可能期間(５年)に基づく定額法

③ 上記以外の無形固定資産
定額法

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法

３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念
債権および破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。
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（2）賞与引当金
従業員に対する賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度において負担

すべき金額を計上しております。
（3）受注損失引当金

受注案件の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損
失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌事業年度以降に発生が見込まれる損
失額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
顧客との契約については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該履

行義務を充足したものと判断し、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額
で収益を認識しております。
当社が行う事業(システム開発事業、ＳＩ事業、その他事業)には、顧客との契約に基づき

識別した履行義務として、受注制作のソフトウェア開発、サポートサービス等の役務提供、
コンピュータ機器等の販売などが含まれており、それぞれ下記の時点で履行義務を充足した
ものと判断し、収益を認識しております。
なお、履行義務の対価につきましては、顧客との契約に基づき履行義務を完全に充足して

から１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
（受注制作のソフトウェア開発）
受注制作のソフトウェア開発は、主に請負契約による取引であります。
受注制作のソフトウェア開発は、顧客からの個々の要求に応じシステムの要件定義、設

計、開発および運用テスト等を実施するものであり、これにより生じた資産は開発が進む
につれて顧客に支配が移転しているものと考えられることから、一定の期間にわたり履行
義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しておりま
す。
履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(イ

ンプット法)で算出しております。なお、進捗度を合理的に見積もることができないが、
当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれるものについては、
原価回収基準により収益を認識しております。また、契約における開始日から完全に履行
義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い案件については、完全に履行義務
を充足した時点で収益を認識しております。
（サポートサービス等の役務提供）

サポートサービス等の役務提供は、主に準委任契約、派遣契約、保守契約による取引で
あります。
サポートサービス等の役務提供は、顧客に対して役務を提供する都度その成果は顧客に

移転していると考えらえることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断
し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、顧客との契約等に基づくアウトプット法
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で算出しております。なお、進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務
を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれるものについては、原価回収基準
により収益を認識しております。
（コンピュータ機器等の販売）

コンピュータ機器等の販売については、当該商品を顧客に引き渡し検収を得られた時点
で当該商品に対する支配が顧客に移転し履行義務が充足されていることから、当該時点で
収益を認識しております。
契約の中にソフトウェア開発・保守サービスなど複数の財又はサービスの提供が含まれて

おり、契約の対価を配分する必要がある場合には、各履行義務についての独立販売価格を見
積り、取引価格を配分しております。
代理人取引と判断される取引は、収益を純額(手数料相当額)で認識しております。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理を採用しております。
（2）連結納税制度の適用

当社を連結親法人とする、連結納税制度を適用しております。
（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用について）
当社および連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ

移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第
８号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行に
あわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020
年３月31日)第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計
基準適用指針第28号 2018年２月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及

び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度
を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年８月
12日)を適用する予定であります。
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会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識
会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が
顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することといたしました。
従来、受注制作のソフトウェアに係る収益については、進捗部分について成果の確実性が

認められるものは進行基準によっており、その他のものは完成基準によっておりましたが、
収益認識会計基準等の適用に伴い、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基
づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。なお、進捗度を合理的に
見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見
込まれるものについては、原価回収基準により収益を認識しております。また、契約におけ
る開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い案件につい
ては、収益認識会計基準等で認められる代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益
を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経

過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合
の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計
方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事
業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約
に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高および売上原価はともに10,951千円減少しておりますが、

損益に与える影響はございません。また、利益剰余金の期首残高に与える影響もございませ
ん。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に

表示していた「売掛金」は、当事業年度から「売掛金」および「契約資産」に含めて表示
し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度から「契約負債」に含めて表示
しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算

定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年７月４日)第44-2項に定める経
過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
用することとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。
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会計上の見積りに関する注記
１．受注制作のソフトウェア開発のうち一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額 2,291,049千円
（2）計算書類利用者の理解に資するその他の情報

受注制作のソフトウェア開発に係る収益のうち、当事業年度末までの進捗部分について履
行義務の充足が認められる契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進
捗度に基づき収益を認識しております。なお、進捗度につきましては、当該案件の見積総原
価に対する発生原価の割合(インプット法)により算出しております。
進捗度算出の前提となる原価総額の見積りについては、案件着手時に契約内容等に基づき

算定しておりますが、作業開始後も計画・原価総額の妥当性を適宜評価しているため、案件
着手後に顕在化した事象等により見積総原価の変更が生じる可能性があります。また、見積
総額に変動が生じた場合、収益認識の基礎となる進捗度算出に影響を及ぼす可能性があり、
翌事業年度の計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

２．受注損失引当金
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額 103,964千円
（2）計算書類利用者の理解に資するその他の情報

受注案件の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損
失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌事業年度以降に発生が見込まれる損
失額を計上しております。
受注損失引当金の算定に当たっては、案件着手時に契約内容等に基づき当該案件の原価総

額の見積りを行い、原価総額が受注金額を上回ると予想される場合には受注損失引当金の計
上が必要と判断しております。また、当該案件の開発を進める中で仕様変更や予期せぬ事象
の発生などにより原価総額の見積りに変動が生じた場合、追加で引当が発生する可能性があ
り、翌事業年度の計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
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貸借対照表に関する注記
１．記載金額は千円単位未満を切り捨てて表示しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 363,446千円
※ 有形固定資産の減価償却累計額は、減損損失累計額を含んでおります。

３．保証債務
保証債務残高 29,473千円
（うち、子会社に対するもの） （ 29,473千円）

４．関係会社に対する債権、債務
短 期 金 銭 債 権 320,833千円
短 期 金 銭 債 務 1,871,488千円

５．当社は、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行との間でコミットメント
ライン契約および当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入金残高は、次
のとおりであります。なお、コミットメントライン契約には、財務制限条項が付されており
ます。

項目 極度額 借入金残高
コミットメントライン契約
および当座貸越契約 3,100,000千円 375,000千円

６．棚卸資産および受注損失引当金の表示
損失の発生が見込まれる受注契約に係る棚卸資産と受注損失引当金は、相殺せず両建てで

表示しております。
なお、当事業年度末において、損失の発生が見込まれる受注契約に係る棚卸資産はありま

せん。

損益計算書に関する注記
１．記載金額は千円単位未満を切り捨てて表示しております。

２．関係会社との取引高
売 上 高 10,678千円
業 務 委 託 費 等 984,210千円
その他営業外取引 61,901千円
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株主資本等変動計算書に関する注記
１．記載金額は千円単位未満を切り捨てて表示しております。

２．自己株式の種類および総数に関する事項
当期の期末日における自己株式の数
普 通 株 式 792,673株

税効果会計に関する注記
繰延税金資産および繰延税金負債の主な原因の内訳
（繰延税金資産）
未払事業税 8,850千円
未払事業所税 5,162千円
商品評価損 13,570千円
一括償却資産 1,490千円
投資事業組合運用損 3,434千円
投資有価証券評価損 1,980千円
会員権評価損 2,926千円
資産除去債務 25,445千円
賞与引当金 120,778千円
受注損失引当金 31,834千円
子会社株式 103,869千円
繰越欠損金 13,593千円
その他 1,283千円
繰延税金資産 小計 334,220千円
評価性引当額 217,353千円
繰延税金資産 合計 116,867千円
（繰延税金負債）
資産除去債務に対応する除去費用 △3,323千円
投資有価証券評価差額金 △6,557千円
その他 △850千円
繰延税金負債 合計 △10,731千円
繰延税金資産 純額 106,135千円
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関連当事者との取引に関する注記
子会社等

属性 会社等
の名称 住所

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
(千円) 科目 期末残高

(千円)役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社

キーウェア
サービス㈱

東京都
世田谷区 50

コンピュータシ
ステムに関する
運用および保守

(所有)
直接
100.0

1名
システム運
用保守の受
託および委
託

資金の借入
(注)１ 1,780,000 借入金 240,000

キーウェア
西日本㈱

大阪府
大阪市
中央区

80
コンピュータに
関するソフトウ
ェアの開発およ
び販売

(所有)
直接
100.0

1名
ソフトウェ
ア開発業務
の受託およ
び委託

資金の借入
(注)１ 2,190,000 借入金 370,000

キーウェア
北海道㈱

北海道
札幌市
北区

60
コンピュータに
関するソフトウ
ェアの開発およ
び販売

(所有)
直接
100.0

1名
ソフトウェ
ア開発業務
の受託およ
び委託

資金の貸付
(注)２ 400,000 貸付金 170,000

資金の借入
(注)１ 130,000 借入金 ―

キーウェア
九州㈱

福岡県
福岡市
博多区

40
コンピュータに
関するソフトウ
ェアの開発およ
び販売

(所有)
直接
100.0

1名
ソフトウェ
ア開発業務
の受託およ
び委託

資金の借入
(注)１ 1,860,000 借入金 240,000

㈱クレヴァ
システムズ

東京都
港区 284

コンピュータに
関するソフトウ
ェアの開発およ
び販売

(所有)
直接
100.0

1名
ソフトウェ
ア開発業務
の受託およ
び委託

資金の借入
(注)１ 8,400,000 借入金 900,000

取引条件および取引条件の決定方針等
（注）１．資金の借入につきましては、市場金利を勘案し取引の都度利率を設定しております。なお、当該借入に伴う担保の提供は

ありません。
２．資金の貸付につきましては、市場金利を勘案し取引の都度利率を設定しております。なお、当該貸付に伴う担保の受入は
ありません。

収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

連結注記表「収益認識に関する注記」に同様の記載をしているため、記載を省略しており
ます。
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１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 495円39銭
１株当たり当期純利益 20円40銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

その他の注記
該当事項はありません。
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